
保　存　版

■部長・課長・店長の扱いをどうする？
部長・課長・店長に代表される，いわゆる「管理職」

と，時間管理・残業代支給の対象から外れる「管理監督

者」の違いについては，この半年間で急速に認知が進ん

だと思われる。そして，意識の高い会社ほど自社の状況

を再点検し，“実は，当社の管理職の多くは管理監督者

に該当しない疑いが強い”というやっかいな報告を得る

に至ったのではないだろうか。問題は，その先だ。

対策の大きな選択肢は 2 つある。 1 つは「管理監督

者」にふさわしい処遇に引き上げること，もう 1 つは，

「管理監督者」から外し，時間による勤怠管理と残業代

支払い対象者に切り替えることだ。前者の場合は組織構

成，人数枠，処遇水準等で限界がある。が，後者の場合

も事情は複雑だ。“あなたの処遇は，一般社員と同じだ”

“あなたが頑張ると残業コストになる”というメッセー

ジになってしまえば，士気は低下し，組織崩壊の危機に

まで至りかねない。

違法・脱法はもちろん論外だが，一方でこの問題は一

律の基準で結論が出せるほど簡単ではなさそうだ。管理

職の適切な処遇のためのヒントを見つけたい。（編集部）
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1 「名ばかり管理職」問題の整理
（1）管理職と管理監督者の違い

（2）管理監督者の要件

（3）管理監督者に関する判例

（4）労働行政の動き

2 管理職の処遇における実務対応

管理監督者として扱うケース

（1）管理職の割合は適切か

（2）権限・職責は付与されているか

（3）地位にふさわしい賃金体系か

（4）労働時間の管理と出退勤の自由

（5）健康管理への配慮をしているか

管理監督者とはしないケース

（1）社員のプライド，モチベーション，

働きやすさへの配慮はあるか

（2）賃金体系をどう見直すか

（3）労働時間の管理と残業の削減

3 リスクを総合的に点検する


